
近畿しんきんカード会員規約（個人会員用）【２０２６.４改定分】 

 

【改定箇所は、以下（太字部分）の通りとなります。】 

改定後 改定前 

第３２条（分割払い） 

＜分割払いのお支払い例＞ 

利用金額 50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合 

（1）分割払い手数料・・・50,000 円×（8.20 円÷100 円）=4,100 円 

（2）支払総額・・・50,000 円+4,100 円＝54,100 円 

（3）分割支払金・・・54,100 円÷10 回＝5,410 円 

 

第３２条（分割払い） 

＜分割払いのお支払い例＞ 

利用金額 50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合 

（1）分割払い手数料・・・50,000 円×（6.80 円÷100 円）＝3,400 円 

（2）支払総額・・・50,000 円+3,400 円＝53,400 円 

（3）分割支払金・・・53,400 円÷10回＝5,340 円 

 

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞ 

●分割払い 

 

 

 

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞ 

●分割払い 

 

 


